
○住民意見及び意見への設置者からの対応報告 

住民等の意見 設置者からの対応報告 

①営業時間について 

・９時～２２時の営業を希望 

 

 

 

 

②搬入口の使用について 

・全ての搬入搬出、ゴミ収集車、その他作業を含め、開店時間までは表（店

舗入口側）からの搬入、作業の徹底。 

 

 

 

・裏（北西側）の搬入口の車やごみ収集車、その他作業車の出入りは８時頃

～１８時程度の使用の約束を守ってください。 

 

・搬入口を使う車の台数を減らす努力をお願いします。 

 

 

 

③騒音対策の徹底について 

・駐車場の車・カート音、搬入口の車・荷捌き音、カゴ台車等の騒音対策 

 

 

 

・北西の防音壁の設置 

 

・低騒音機の導入 

 

① 営業時間について 

・届出時間は可能な限り最大での営業時間にて届出を行っており

ます。 

営業時間の確定については、周辺状況を鑑みて決定いたします。 

 

 

② 搬入口の使用について 

・朝 8時までは届出している店舗前面からの搬入搬出作業を徹底い

たします。 

Ｂ棟につきましても、開店前に店舗前面から搬入するように計画

しております。 

 

・荷捌きを行う時間は、6時から 22時で届出しておりますが、配送

時間は現在 18時店着を最終便として計画しております。 

 

・搬入口での作業車両につきましては、Ｂ棟につきましても、開店

前に店舗前面から搬入するように計画して台数削減対応しまし

た。 

 

③ 騒音対策の徹底について 

・騒音対策として、駐車場の来客車両に対して低速走行を促す路面

標示や、ショッピングカートは軽量型を採用いたします。搬入口

側敷地境界には防音フェンスを設置し、カゴ台車置場の路面には

騒音低減効果のあるゴム弾性舗装を行います。 

 

・北西の荷さばき施設回りは、防音壁を設置いたします。 

 

・室外機は低騒音型を選定し、防音壁を設置いたします。 

 



住民等の意見 設置者からの対応報告 

④駐車場の一般車の利用について 

・南側、北側住宅前の車の出入り口は２２時に封鎖。 

 

 

 

 

・周辺の安全のため、看板の設置と使用状況により閉鎖検討。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④駐車場の一般車の利用について 

・南側の出入口 Aは 22時以降、物販店舗への出入りを抑制する看

板を設置いたします。 

北側の出入口 Dの夜間時間帯の利用制限につきましては、開店後

の状況により判断いたします。 

 

・周辺の環境保全、安全対策として「近隣住民以外の左折出庫・

通り抜けはご遠慮願います」等の看板を出入口 D付近に設置いた

します。 

 

 

 


